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私は、福井市内で女性のための電話相談ボランティア活動を行っている「ウィメンズ・フォーラム

FUKUI」という市民グループの一員です。この会は、福井県の設置した生活学習館「ユー・アイふくい」

の広域学習グループに登録しており、研修講座などの会場として「ユー・アイふくい」を利用してきま

した。また、会の発足当初より特にドメスティック・バイオレンスの被害者支援活動に力を入れてきま

したので、福井県の配偶者暴力被害者支援センターでもある同館の役割に大きな期待を寄せてきました。 

 

そのため、昨年５月に「ユー・アイふくい」の情報ルームの一部の図書が県職員によって撤去された

問題が明らかになった時は驚きとともに、強い怒りと失望を覚えました。排除された図書の中には、Ｄ

Ｖに傷ついている女性にとって非常に有用と思われる図書も多数含まれておりました。 

昨年８月２９日に、県の福井県男女共同参画推進条例に基づいて、「福井『ジェンダー図書排除』究

明原告団および有志」として、この特定書籍の排除の経過や今後の施策に関して県知事に苦情申出書を

提出しました。 

 

その申出は、１１月２日に開催される福井県男女共同参画審議会に諮られることになりました。 

しかもこの１１月２日の平成１８年度第５回審議会では、「福井県男女共同参画基本計画」の改定に

ついての議論がいよいよ大詰めを迎えようとしていました。この計画は「男女共同参画社会基本法」に

基づき平成１４年に策定されたものですが、計画期間の半分を経過するにあたり社会情勢の変化などを

勘案して計画を見直そうとするものです。審議会での議論は今後５年間の福井県の男女共同参画にかか

わる施策を方向付けるものですから、県民全体にとって極めて重要な意味を持つものです。 

私は、１１月２日の審議会を傍聴し、２時間に及ぶ会議の内容をできるだけ詳しく筆記しようといた

しました。高田会長をはじめ委員の皆さんが活発に意見を述べられ、杉本総務部長や田島課長の発言も

ありました。審議会で図書撤去問題の意味が問われたことには大きな意義があります。 

 

その議事録は、後日、県のホームページ上で閲覧できるようになりました。しかし、実際に話された

言葉と比較すると要約され、省略された部分が大きくて、とても残念です。特に事務局による説明がす

べて省略されていることや、杉本総務部長の発言が非常に簡潔な表現に要約されていることには違和感

を覚えます。また、私の主観によるものとはいえ、ニュアンスの違うものになっている箇所が少なくあ

りません。 

県は、会議記録が出来上がったら、録音記録のデータを消去しているそうです。福井県の今後の男女

共同参画にかかわる施策を方向付ける会議の記録です。大幅に要約あるいは省略した会議記録では将来、

施策の協議経過を振り返ることすら出来ません。条例に基づく私たちの苦情申し出の審議の記録も消え

てしまいます。 

 

私は傍聴した者の一人として、この審議会での議論のすべてが県民に公開されるべきだと考えます。

私は、委員や事務局の方々がすべての時間を通じて真剣に議論を尽くされたことを知っております。そ

の貴重な発言の内容を余すことなく県民に公開することで、県の男女共同参画がより県民に浸透するに

違いないと考えます。また県民だけでなく全国から注目されている図書撤去事件が県側からどのように

説明されたのかを、音声記録の公開、全部の記録を白日の下にさらすことが、福井県を「情報公開後進

県」に貶めないためにもぜひ必要であると考えます。 

私は、納税者であり福井県民です。裁判官のみなさんには、私の知る権利を、そして県民の知る権利

を是非とも守っていただきたいと、強くお願いいたします。 
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